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農作業機を直接装着した農耕トラクターの公道走行が可能になりました

　以下のチェック事項を守ることで、農作業機をトラクターに装着したままでも公道走行が可能となります。詳細
は、一般社団法人日本農業機械工業会のホームページの閲覧または各農機販売店にてご確認ください。
　なお、公道走行にかかわらず、トラクターを所有するには、トラクター単体にナンバープレートの交付を受ける必
要があります。

チェック1　灯火機類の確認
灯火機類（方向指示器、後部反射器、前照灯等）が他の運転手
や歩行者から確認できること

チェック2　車両幅の確認
トラクター単体で長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下

チェック3　安定性の確認
農作業機を装着する場合、15km/h以下で走行
チェック4　免許の確認
❶トラクター単体またはトラクタに農作業機を装着した
　状態で、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0m以下のもの
❷農作業機を装着することにより、この寸法を超えるもの
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